
原油価格・物価高騰に対する上下水道基本料金減免措置について

水 道 料 金 １億９，３６５万９千円
下水道使用料 １億７，３０３万４千円

合 計 ３億６，６６９万３千円

１ 減免予算額

原油価格・物価高騰に対する家庭及び事業者への緊急支援策として

４カ月間の水道料金・下水道使用料の基本料金を減免

奇数月：７月検針分(５・６月使用分)と ９月検針分(７・８月使用分)
偶数月：８月検針分(６・７月使用分)と１０月検針分(８・９月使用分)

２ 減免期間

２カ月分 ４カ月分

水道料金 １，３６４円 ２，７２８円

下水道使用料 １，３２０円 ２，６４０円

合計 ２，６８４円 ５，３６８円

例）一般家庭減免額(口径20ミリ、税込)

３ その他

・申込手続不要：請求時に基本料金を差引く
・従量料金(使用水量)は対象外
・官公庁等は対象外
・減免に伴う減収分は一般会計の負担金により補填

資料５

減免想定件数 水 道 １４万３，３２４件
(４カ月) 下水道 １３万１，０８６件

合 計 ２７万４，４１０件

※検針は２カ月に１回
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